
参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

令和７年４月１７日 

 

北九州市総務市民局給与課 

 

１当該公募の趣旨 

 本業務については、北九州市長事務部局職員のメンタルヘルスを未然に防ぐこと（一次

予防）を目的に、労働安全衛生法第６６条の１０に定められる心理的な負担の程度を把握

するための検査（以下「ストレスチェック」という）及び高ストレス者を対象とした相談

窓口設置を実施するもの。 

 そのため、本業務の遂行にあたっては、ストレスチェックの実施、分析及び結果に基づ

く職場環境改善への助言、専門職による高ストレス者への相談対応が可能であり、精神医

学や産業保健分野の専門的知見を有した人材が在籍していることが求められる。また、業

務の特性上、取扱情報の管理徹底も必要であるため、特定の者を相手方とする契約手続き

を行う予定としているが、当該特定の者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の

実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施

するものである。 

  公募の結果、応募がない場合、応募があっても３の応募要件を満たすと認められる者が

いない場合、応募要件を満たすと認められる者がすべて辞退した場合は、特定の者との随

意契約の手続きに移行する。 

  なお、３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合は、指名競争入札を実施する予

定である。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名   令和７年度ストレスチェック業務（市長事務部局） 

（２）業務内容   

ア ストレスチェックの実施 

（ア）受託者を実施者とし、北九州市産業医、給与課保健師を共同実施者とする。 

（イ）実施月は７月下旬頃～８月下旬頃までの約１ヶ月とし、契約締結後は速やかに

事前打ち合わせを行う。 

（ウ）対象者は約７，０００人（WEB受検：約４，８００人、紙受検：約２，２０

０人）。なお、対象者数は変動する可能性がある。パソコン専有者とパソコン

共有者が混在しているため、WEB受検と紙受検を併用して実施する。 

（エ）WEB 受検対象者に対して、システムの仕様により発注者が ID とパスワード

を設定できない場合、受託者は、WEB 受検するにあたり必要な ID とパスワ

ードを設定し、所属名、職員番号、氏名を含む一覧をエクセルデータで納品す



る。受託者は対象者自身で設定したパスワードを忘れた場合の問い合わせ窓

口を設けて、パスワード再設定の対応を行う（問い合わせ後、1営業日以内に

再設定を行い、対象者に再設定が完了したことを通知する）。また、受検する

にあたり必要な下記の書類を所属毎に準備する。 

・個人宛て実施案内文 

上記書類を所属毎にまとめ、所属名等を記入した配付用封筒に封入し、所

属毎の受検者一覧を同封のうえ、発注者の指定する期日までに指定する場所

（９カ所）に納品する。 

（オ）受託者は、紙受検対象者に対して、受検するにあたり必要な下記の書類を準備

する。 

・ストレスチェック質問紙（所属名、職員番号、氏名を印字したもの） 

・個人宛て実施案内文 

・個人宛窓あき封筒（質問紙・案内文を封入し、封はしない） 

上記書類を所属毎にまとめ、所属番号、所属名等を記入した配付用封筒に封

入し、所属ごとの受検者一覧を同封し、発注者の指定する期日までに指定する

場所（９カ所）に納品する。 

受託者は発注者が取りまとめた回答済みの質問紙を、受検期間終了後に１

回、９カ所から回収または発送できるように手配する。 

（カ）当初の名簿から漏れていた職員についても、発注者から対象者追加の連絡があ

った場合、期間中に受検できるよう質問紙を作成し、１カ所に納品する。 

（キ）期間中対象外だった職員（退職・病休・休職・産休・育休など）について、発

注者から連絡があった場合は対象者リストから削除した上で、最終的な受検率

を算出し、所属毎の受検率一覧をエクセルで納品する。 

（ク）受託者は、受検者が回答後、所属毎に集計した受検者一覧をエクセルデータで

納品する。 

（ケ）受検者の回答は「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のた

めのマニュアル」に示されている標準化得点を用いて分析及び評価し、受検者

にわかりやすい内容で個人結果をまとめる。個人結果は、受託者が質問紙等を

受領後、概ね１ヶ月以内に受検者に通知する。 

（コ）個人結果の通知内容は、下記を含むものとする。 

・個人のストレスチェック結果報告書（結果の見方も記載する） 

・相談窓口の紹介 

・セルフケア動画もしくはセルフケアパンフレットの閲覧方法についての案内 

（サ）紙受検者の個人結果は、受検者と個人結果報告書に相違がないよう、受託者で

確認を行い、個人宛に厳封の上、所属毎にまとめ、所属名等を記入した配付用

封筒に封入する。発注者の指定する場所（9カ所）に納品する。 

 



イ 高ストレス者の選定 

（ア）労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成２７年

５月厚生労働省策定）（以下「ストレスチェック実施マニュアル」という）

に示されている評価基準を用いた方法に準拠し、（１）の受検者の中から高

ストレス者を選定する。 

（イ）受託者はストレスチェック個人受検結果一覧および高ストレス者一覧（局・

部・課、職員番号・氏名・職種等を記載）を発注者の指定した日時までにエ

クセルデータで納品する。 

ウ 集団分析 

（ア）受託者は市全体と指定の所属毎（約３５０ヶ所。分析数は変動する可能性が

ある）に集団分析する。 

分析内容は、「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のた

めのマニュアル」に示されている「仕事のストレス判定図」を用い、職場環

境改善に役立つ分析を行う。 

（イ）集団分析を行うにあたり、受検期間中に対象外だった職員や名簿から漏れて

いた職員について、発注者から名簿差し替えの連絡があった場合は適時対応

する。 

（ウ）１０月の発注者が指定した日時までに下記の書類を印刷し、所属毎に所属名

等を記入した封筒に封入し、報告書の所属名と封筒に記載された所属名に相

違ないか受託者で確認を行い、１か所に納品する。 

・所属毎の集団分析結果報告書 

 ※１０人未満で集団分析していない所属には市全体の分析結果 

・集団分析結果の見方・職場環境改善のチェックリスト（本市指定） 

・職場環境改善報告書（本市指定） 

・通知文（本市指定） 

（エ）受託者は集団分析結果を発注者の指定した日時までにエクセルデータで納

品する。 

エ 高ストレス者の医師の面接指導の勧奨及び申出受付 

（ア）高ストレス者の医師の面接指導の勧奨及び申出の受付を行う。 

（イ）（２）イで選定された高ストレス者に対して、個人結果通知時に医師面接指

導の勧奨、面接申出方法について案内する。受検結果画面上（WEB）やメ

ールなど、電話以外の方法でも申出できるようにする。 

（ウ）受検者より医師面接の申出があった場合、概ね１週間ごとに発注者に申出 

者リストを提出する。 

    ※システムの仕様により、発注者が閲覧及びデータ保存できる場合は提出不要。 

オ 高ストレス者を対象とした相談窓口の設置 

（ア）高ストレス者を対象とした公認心理師、臨床心理士又は精神保健福祉士及び



産業カウンセラー等の心理専門職による電話相談窓口を設置すること。 

（イ）電話の受信体制は、固定電話・携帯電話及びスマートフォンから受信できる

電話（０１２０発信の無料回線）を設けること。 

（ウ）電話受付は、相談者の利用しやすさを考慮して、自動音声応答システムの採

用は不可とし、オペレーターを介さずカウンセラーが直接対応すること。 

（エ）電話受付時間は、少なくとも平日９時～２１時の時間は開設すること。 

（オ）相談内容によって、カウンセラーが受診することが望ましい状況と判断した

場合、相談者が希望すれば精神科または心療内科の医療機関情報を提供する

体制をとること。 

カ 報告書 

ア～オについて、事業終了後、実施報告書を作成し、発注者に報告する。 

（３）契約期間 

    契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）支払い方法 

    全業務が終了し、履行確認後、正当請求により支払い 

（５）その他 

ア 実施にあたっては、発注者と協議し実施する。 

イ 厚生労働省等からの通知等があるものは、それらに従って実施する。 

ウ 本委託業務の責任者を決め、問い合わせ先を一本化する。 

エ 本委託業務に従事する職員については、事前に必要書類を発注者に提出しなけれ

ばならない。 

オ 本市提供データ及び結果データ等本委託業務の履行に必要な一切の情報につい

て外部に漏洩することがないよう、受託者はプライバシーマークや ISMSを取得

しているものとし、厳重な措置を講じた上で業務を遂行すること。また、委託業

務完了後、５年間は当該情報を適切に管理・保存し、保存期間終了後は、本市か

ら指示がある場合を除き、速やかに破棄する。 

カ 消耗品、梱包、回収、発送及び返送等にかかる経費は本業務に含むものとする。 

 

３ 応募要件 

 （１）基本的要件 

   ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな 

い者であること。 

   イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成 

７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者 

名簿」という。）に記載されていること。 

※参加意思確認書提出時に有資格者であることが必要。 

   ウ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 



（２）基本的要件以外の要件 

  ア 精神医学や産業保健分野の専門的知見を有した人材が在籍していること。 

  イ 産業保健分野における経験を３年以上有している人材が２名以上在籍しており、 

かつ、高ストレス者への的確な助言・指導が可能であること。 

ウ 過去２年間に国（独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人を含む）又は地方公 

共団体（地方独立行政法人、北九州市が出資する公社等を含む）が発注する同種 

又は類似業務委託の受託実績があること（下請は含まない）。 

エ 発注者と適時連絡が取れる体制であること。 

     

４ 手続き等 

 （１）契約担当課（問い合わせ先） 

    住所    北九州市小倉北区城内１－１ 

    担当課名  総務市民局人事部給与課 

    電話番号  ０９３－５８２－２２２２ FAX 番号 ０９３－５６１－１３６４ 

（２）説明書等の交付（ダウンロード可能）期間及び方法 

ア 交付（ダウンロード可能）期間  

令和７年４月１７日の８時３０分から令和７年５月２日の１７時１５分まで 

（閉庁日を含む。） 

イ 交付方法 

     北九州市ホームページよりダウンロード 

   ウ 交付書類 

     説明書、参加意思確認書 

 （３）参加意思確認書の提出期間、場所及び方法 

    ア 提出期間  

令和７年４月１８日から令和７年５月２日まで（閉庁日を除く。）の毎日 

８時３０分から１７時１５分まで  

    イ 提出場所 

     （１）に同じ。 

    ウ 提出方法 

     応募者は、「参加意思確認書」に応募要件を満たすことを証する書類を作成添付

し、提出期限までに直接持参するか郵送により提出すること。郵送の場合、期限

までに必着とする。 

 （４）その他 

ア 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行うこ

ととなった当該業務委託の指名競争入札を中止する場合がある。 

イ 応募要件を満たす者が多数いる場合は、指名されない場合がある。 

    ウ 詳細は説明書による。 


